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なお、令和６年４月１日以降は、一定の条件のもと、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、

単点杖（松葉づえを除く）、多点杖については、福祉用具貸与と購入のいずれかが選択できます。
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上記の小規模多機能型居宅介護のサービス内容に加えて、看護サービス（療養上の世話

または必要な診療の補助）が提供されます。

※介護療養型医療施設（療養型病床群）は、令和６年３月末に廃止されました。
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○腰掛便座（ポータブルトイレ・補高便座等）

○自動排せつ処理装置の交換可能部品

○入浴補助用具（入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台（バスボード等）、

　浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト）

○簡易浴槽　○移動用リフトのつり具の部分　○排せつ予測支援機器

※以下の品目は、一定の条件のもと、貸与と購入のいずれかが選択できます（令和６年４

　月１日から）。

○固定用スロープ　○歩行器（歩行車を除く）

○単点杖（松葉づえを除く）　○多点杖

※原則、同一品目を2つ以上購入することはできません。
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◆住宅の所有者の承諾書（住宅の所有者

が被保険者本人または配偶者でない場

合に必要）


